
JS別記
第 1号様式 (第11条、第i3条、第14条関係)

事 業 者 排 出 畳 情」 減 計 画 書 《逐豆》
・変 更)

竹疋芋業者の
主たる業種 旅客自動車運送業

該当する事業
者要件

京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換算
して11500キロリットル以上))
京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラック又
はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両160両以上)
京都府地球温暖化対策条例施行規則第 10条 第 4号 該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出事
業者 (二酸化炭素に換算して3.000トン以上))

☆

計 画  期  店 平成 18 年  4 月 平成 20 年 3 月

基 本  方  釧
「京阪グループ環境理念」を基本方針とする

推 進 体 常! 「環境方針」を制定、環境問題に対する意識の向上と徹底を図る。

年度ことの具
体的な取組及
び措置

工

lS～19 事務所 生測 隙 り〕の通に1ヒ(社政付川 不 要な‖1り1の‖"打に劣める)

18～19 事務所 グリーン,け入 口 批に配tさ れたエヨ商品の!け入に分める)

18～19 輸送車両 ⅢⅢ虻FF‖↓にアイドリングストッブ11導入を継競する。実施キ29%

8～,9 輸送車両 ほ正ない「i控鮒を行い 糾 ガスの低減や盗JlのⅢlとに劣める。

綿軍効呆カス
の排出量等 排出区分

暴牢年度 (笑頼,
(17)年 度

〈i能化依本換算 〈t ) )

日朕年度 (計四'
(19)年 度

(二確化炭来強算 (1))
陣調
∽A事 業所等排出区分 273 t 310t 13 68 %

B輸 送車両排出区分 3,247t 31 301 t 1 67 %

Cそ の他排出区分 O t O t 000 %

排出合計 1        8,520t 2        3 , 6 1 l  t 2 58 %

そのイじの1口球
温暖化対策に
よるlFE室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

(工度化炭繁映第 ( 1

森林の保全及び整備 (Jそ“h ttfH) く峻jlk1ヽ) t

府内産 の木材の利用 (刊"比 〉 rn: (“J減岳【〉 t

自然エネルギーを和1用した電
カヌは熱の供給

(売til〉 kvll (抑1減喰〉 t

(然快祐 11) (トコ1誠Jlと〉 t

クリー ン篭 力の購入 (肘入 hi〉 (|‖減 it) t

削減量等合計 t

差引排出量

〈り1出介1 1 - "暇 奇命i l )

基準年度 (実績) 日棋年度 (計画) 削減率 (計画)

3 520 t 112)(11)       3,61l t 258 %

特記事項

日楳年度択値の根rtl一一引4成1イ年に京吾卜市に提iⅢⅢの半成 16年 度突細を小学にした出J砿討いにネすく数値。

平成 17年 度実撤は営業用車両の走行距rjllが減少 (前年比612%減 )し たものであり、今年度は日標植を変Hlして

いない。

来年度は17年 核 lS年 度突紙を検討し何標値をP手検討の予北です

連 絡 究 何

一
当 署

担 当 者 氏 名

住 所

一
屯 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

iF i f亥Ⅲlする□には レ11を氾人してください。4jせ寸米“以外でド〕卜参加さ41る事光打の方は レ,〕の記入は4く要です。

2「 lt対|イト唆Jと は1キヤⅢⅢすu‖りの前年度を 「HlⅢll度jとはi,m則い1のh土終年度をいいます。

3「 +来 I尊りⅢⅢモ分Jとは 'tFttrF内の事業,Il守のⅢ来活TlのためのエネルギーのlJ川1に伴いクさ′,するll空/11tttガスを 時 基1lJ""H‖(分Jと
は r,JJ11,肛と4r来ィについては使川の本拠の位世を水打府内とするⅢ両の,Hいするli三効,tガスを 鉱道Ⅲ光イについてはlA行する貨物lJ‖Ⅲ文は
旅ⅢⅢ両のlJイ‖するltと効央ガスを 「そのlLJl‖‖オ分jとは 1卍 以外の京イい「FⅢにおけるⅢ来Tl守のⅢ来活Ilに‖tい発11するli空効米ガスをい
ヽヽまコ。

4 1411せⅢrllJには ヤ成241'夕(1990年 ■)をリモ抑とした初十Ⅲ Ⅲlの対,しやエネルギー"てHili C 02排‖ドl 台エネrFkl‖‖充などltイのl比効"tガ
スl11‖巾〕よiへのri献 グ リーンll述の幌川 11'セフロンなどの条例1'と外の ll生/1,tカスの Jヽ波などを記入してください。


